
議案第75号

鹿児島県警察署設置条例の一部を改正する条例制定の件

鹿児島県警察署設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和２年６月提出

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県警察署設置条例の一部を改正する条例

鹿児島県警察署設置条例（昭和29年鹿児島県条例第29号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表鹿児島南警察署の項中「西谷山二丁目」の次に「，西谷山三丁目，西谷山

四丁目」を加える。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（提案理由）

鹿児島市の区域内の町名の変更に伴い，所要の改正をしようとするものである。


